
映
画

種
類 第

二

千

四

百

十

四

号

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

人
妻
セ
カ
ン
ド
バ
ー
ジ
ン
私
を
襲
っ
て
下
さ
い

淫
行
フ
ェ
チ
変
態
う
ね
り
尻

痴
女
探
偵
中
出
し
レ
ポ
ー
ト

美
人
捜
査
官
中
ま
で
さ
わ
る

淫
ら
好
き
４
人
で
し
ゃ
ぶ
る

熟
女
ど
ス
ケ
ベ
不
倫

戦
争
と
一
人
の
女

不
倫
O
Lび
ん
か
ん
濡
れ
白
書

題
名

等

(

金
曜
日)

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

ドッグシュガームービーズ

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

四
一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
都
市
計
画
公
園
事
業
の
認
可

(

街
路
公
園
課)

四
二

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

四
二

公

示

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

高
齢
福
祉
課)

四
三

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

四
四

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

(
同

)

四
四

○
介
護
保
険
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

(
同

)

四
五

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

同

)

四
五

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

四
六

○
砂
利
採
取
法
及
び
行
政
手
続
法
に
よ
る
聴
聞
の
実
施

(

商
工
政
策
課)

四
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
四
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る

概
要

(

農
地
整
備
課)

四
七

○
高
山
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

四
七

○
関
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

同

)

四
七

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

四
八

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
の
開
始

(

収
用
委
員
会)

四
九

正

誤

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

治

山

課)

四
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
十
八
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
25年
１
月
25日

３
指
定
理
由

( ) 平成25年１月25日 岐 阜 県 公 報 第２４１４号41

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日



位

置

幅

員

(

メ
ー

ト
ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

指
定
番
号

指

定

年
月
日

同

市
本
郷
町
七
丁
目
一
一
四
番
四

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
今
泉
字
泉
田
八
二

八
番
四

同
市
倉
知
字
堤
内
二
九
三
番
一

関
市
神
明
町
三
丁
目
一
番
四

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
字
森
ノ
木

一
八
四
五
番
二
及
び
一
八
四
八
番
三

位

置

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
小
衣
斐
字
村
之
内
八

六
番
四 位

置

同

市
同

字
神
田
一
二
二
八
番
四

同

市
同

字
同

一
四
三
四
番
四

同

市
同

字
土
海
道
一
四
四
一
番
四

同

市
古
橋
字
若
宮
一
六
〇
八
番
四

同

市
別
府
字
堤
内
一
ノ
町
四
〇
番
四

瑞
穂
市
十
九
条
字
河
原
一
二
五
番
四

本
巣
市
海
老
字
道
下
一
二
九
番
四

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
二
丁
目
七
二
番
六

瑞
穂
市
本
田
字
丸
竹
二
〇
四
四
番
四�･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル) �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)

�･��〜�･��� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･����･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･��� ��･�� ��･�� ��･�� ��･��
中
建
築
第
三

七
号
の
一
八

中
建
築
第
三

七
号
の
一
七

中
建
築
第
三

七
号
の
一
六

中
建
築
第
三

七
号
の
一
五

中
建
築
第
三

七
号
の
一
四

指
定
番
号

西
建
築
第
一

二
五
号
の
一

〇 指
定
番
号

岐
建
築
第
九

号
の
二
七

岐
建
築
第
九

号
の
二
六

岐
建
築
第
九

号
の
二
五

岐
建
築
第
九

号
の
二
三

岐
建
築
第
九

号
の
二
二

岐
建
築
第
九

号
の
二
一

岐
建
築
第
九

号
の
二
〇

岐
建
築
第
九

号
の
一
九

岐
建
築
第
九

号
の
一
六

同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･� 平
成
��･��･�� 指

定

年
月
日

平
成
��･��･�� 指

定

年
月
日

同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･�� 同��･� 同��･� 平
成
��･��･��

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
三
十
九
号

都
市
計
画
法(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
都
市
計
画

公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

笠
松
町

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
公
園
事
業

三
・
三
・
一
号

笠
松
町
運
動
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

な
し

使
用
の
部
分

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
高
坪
地
内

岐
阜
県
告
示
第
四
十
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
建
築
事
務
所

西
濃
建
築
事
務
所

中
濃
建
築
事
務
所

第２４１４号 岐 阜 県 公 報 平成25年１月25日 ( )42



事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

同

市
千
旦
林
字
馬
見
岩
平
二
六
〇
七

番
二
二

同

市
中
津
川
字
法
道
寺
三
〇
九
九
番

一
一
及
び
三
一
一
六
番
四

同

市
茄
子
川
字
二
ツ
岩
四
二
七
番
三

七
か
ら
同
番
六
一
ま
で

中
津
川
市
中
津
川
字
細
山
二
九
一
八
番
一

四

位

置

関
市
下
有
知
字
竹
之
内
三
三
三
三
番
九

同

市
大
字
生
櫛
字
下
野
六
四
二
番
一

美
濃
市
大
字
極
楽
寺
字
中
屋
敷
一
番
四

関
市
下
有
知
字
竹
之
内
三
三
三
三
番
四

事
業
所
の
名
称

事

業

所

の

所

在

地

�･�� �･�� �･��〜�･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー

ト
ル)

�･��〜�･�� �･�� �･�� �･����･�� ��･�� ���･�� ���･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･��
東
建
築
第
六

五
号
の
一
〇

東
建
築
第
六

五
号
の
九

東
建
築
第
六

五
号
の
八

東
建
築
第
六

五
号
の
七

指
定
番
号

中
建
築
第
三

七
号
の
二
二

中
建
築
第
三

七
号
の
二
一

中
建
築
第
三

七
号
の
二
〇

中
建
築
第
三

七
号
の
一
九

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指

定

年
月
日

同��･�� 同��･�� 同��･� 平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

平
成
��･�･� 同��･�� 平

成
��･��･�� 平

成
��･�･�
社
会
福
祉
法
人

サ
ン
ラ
イ
フ

株
式
会
社
ニ
ッ

ケ
・
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

社
会
福
祉
法
人

サ
ン
ラ
イ
フ

株
式
会
社
協
和

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア

株
式
会
社
ハ
ー

ト
フ
ル
ス
マ
イ

ル株
式
会
社
ア
ジ

ア株
式
会
社
ナ
イ

ス
マ
ン

合
同
会
社
ｎ
ｉ

ｃ
ｏ

株
式
会
社

ピ

ュ
ア
ウ
ィ
ン
ド

株
式
会
社
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
ギ

フ
ト

株
式
会
社
ハ
ク

ト

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
ホ
ー
ム
ジ
ョ

イ
フ
ル
羽
島

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
ニ
ッ
ケ
か
か

み
野

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ジ
ョ

イ
フ
ル
羽
島

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

福
わ
家

レ
ッ
ツ
倶
楽
部

い
ち
ょ
う
通
り

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

あ
さ
ひ

慶
の

家ア
ス
ト
レ
太
平

町デ
イ
サ
ー
ビ
ス

お
ひ
さ
ま

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
美
空

の
郷

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

温
咲
南

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

ラ
ピ
ー
ヌ

岐
阜
県
羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷

三
一
八
番
地
五

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原

町
八
丁
目
七
番
地

岐
阜
県
羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷

三
一
八
番
地
五

岐
阜
県
羽
島
市
江
吉
良
町
二
一

二
二
番
二

岐
阜
県
各
務
原
市
那
加
前
洞
新

町
四
丁
目
一
九
三
番
地

岐
阜
県
多
治
見
市
旭
ケ
丘
一
丁

目
八
六
番
地
七

岐
阜
県
多
治
見
市
太
平
町
五
丁

目
五
〇
番
地

岐
阜
県
海
津
市
海
津
町
高
須
町

一
一
六
六
―
三

岐
阜
県
可
児
市
今
渡
一
三
七
五

岐
阜
県
関
市
西
田
原
一
一
二
番

地
一

岐
阜
県
中
津
川
市
千
旦
林
一
五

九
八
―
二
八

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・
二
五

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

東
濃
建
築
事
務
所

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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社
団
法
人
恵
那

医
師
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ケ
ア
パ

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

株
式
会
社
ア
ジ

ア有
限
会
社

宮

野
商
事

株
式
会
社
ハ
ク

ト医
療
法
人
清
光

会

恵
那
医
師
会
中

津
川
地
区
老
人

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

リ
ハ
ビ
リ
型
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
名
称

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

中
津
川

訪
問
介
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
あ
さ

ひ

慶
の
家

訪
問
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

こ
ま
め

ラ
ピ
ー
ヌ

ケ

ア
サ
ポ
ー
ト
中

津
川

訪
問
介
護
セ
ン

タ
ー
巣
南

岐
阜
県
中
津
川
市
か
や
の
木
町

一
―
一
七

岐
阜
県
下
呂
市
小
川
二
八
〇
番

地
一

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
多
治
見
市
旭
ケ
丘
一
丁

目
八
六
番
の
七
住
宅
型
有
料
老

人
ホ
ー
ム

慶
の
家
内

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
東
神
田

二
丁
目
六
一
プ
リ
シ
ェ
ー
ル
東

神
田
Ｄ
二
〇
一

岐
阜
県
中
津
川
市
千
旦
林
一
五

九
八
―
二
八

岐
阜
県
瑞
穂
市
重
里
一
九
九
六

番
地

居
宅
療
養

管
理
指
導

通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

訪
問
介
護

訪
問
介
護

訪
問
介
護

訪
問
介
護

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
二
六

廃

止

年
月
日

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・
一
五

株
式
会
社
イ
ー

グ
ル

合
同
会
社
恵
和

事
業
者
の
名
称

レ
ッ
ト

特
定
医
療
法
人

録
三
会

医
療
法
人

録

三
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

ア
イ
・
ブ
ル
ー

ム
土
岐
ケ
ア
プ

ラ
ン
セ
ン
タ
ー

居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
恵
和

事
業
所
の
名
称

リ
ハ
ビ
リ
パ
レ
ッ

ト小
山
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

和

有
料
老
人
ホ
ー

ム
更
紗

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

岐
阜
県
土
岐
市
泉
寺
田
町
三
―

五
二

岐
阜
県
中
津
川
市
中
津
川
二
三

六
五
番
地
の
二

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町

小
山
七
九
一

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
中
部
台
六

丁
目
一
―
八

岐
阜
県
本
巣
市
仏
生
寺
七
〇
五

番
地
一

岐
阜
県
本
巣
市
仏
生
寺
七
〇
五

番
地
一

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

通
所
介
護

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

福
祉
用
具

貸
与

特
定
福
祉

用
具
販
売

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

指

定

年
月
日

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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社
会
福
祉
法
人

サ
ン
ラ
イ
フ

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

社
会
福
祉
法
人

サ
ン
ラ
イ
フ

開
設
者
の
名
称

株
式
会
社
成
瀬

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
ホ
ー
ム
ジ
ョ

イ
フ
ル
羽
島

事
業
所
の
名
称

介
護
老
人
福
祉

施
設
ジ
ョ
イ
フ

ル
羽
島

施
設
の
名
称

居
宅
介
護
支
援

事
業
所

花
の

里

岐
阜
県
羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷

三
一
八
番
地
五

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷

三
一
八
番
地
五

施

設

の

所

在

地

岐
阜
県
中
津
川
市
中
津
川
二
九

八
八
―
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
老
人

福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護

支
援

平
成

二
四
・
一
二
・

一

指

定

年
月
日

平
成

二
四
・
一
二
・

一

指

定

年
月
日

平
成

二
四
・
一
二
・

一

株
式
会
社
ニ
ッ

ケ
・
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

医
療
法
人
恵
雄

会社
会
福
祉
法
人

サ
ン
ラ
イ
フ

株
式
会
社
協
和

ウ
ェ
ル
フ
ェ
ア

株
式
会
社
ハ
ー

ト
フ
ル
ス
マ
イ

ル株
式
会
社
ア
ジ

ア株
式
会
社
ナ
イ

ス
マ
ン

合
同
会
社
ｎ
ｉ

ｃ
ｏ

株
式
会
社

ピ

ュ
ア
ウ
ィ
ン
ド

株
式
会
社
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
ギ

フ
ト

株
式
会
社
ハ
ク

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
ニ
ッ
ケ
か
か

み
野

介
護
老
人
保
健

施
設
こ
こ
ろ

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
ジ
ョ

イ
フ
ル
羽
島

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

福
わ
家

レ
ッ
ツ
倶
楽
部

い
ち
ょ
う
通
り

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

あ
さ
ひ

慶
の

家ア
ス
ト
レ
太
平

町デ
イ
サ
ー
ビ
ス

お
ひ
さ
ま

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
美
空

の
郷

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

温
咲
南

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原

町
八
丁
目
七
番
地

岐
阜
県
恵
那
市
大
井
町
一
〇
六

四
番
一

岐
阜
県
羽
島
市
下
中
町
城
屋
敷

三
一
八
番
地
五

岐
阜
県
羽
島
市
江
吉
良
町
二
一

二
二
番
二

岐
阜
県
各
務
原
市
那
加
前
洞
新

町
四
丁
目
一
九
三
番
地

岐
阜
県
多
治
見
市
旭
ケ
丘
一
丁

目
八
六
番
地
七

岐
阜
県
多
治
見
市
太
平
町
五
丁

目
五
〇
番
地

岐
阜
県
海
津
市
海
津
町
高
須
町

一
一
六
六
―
三

岐
阜
県
可
児
市
今
渡
一
三
七
五

岐
阜
県
関
市
西
田
原
一
一
二
番

地
一

岐
阜
県
中
津
川
市
千
旦
林
一
五

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

平
成

二
四
・
一
二
・
二
五

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

○
介
護
保
険
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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社
団
法
人
恵
那

医
師
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ケ
ア
パ

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

ト株
式
会
社
ア
ジ

ア有
限
会
社

宮

野
商
事

株
式
会
社
ハ
ク

ト医
療
法
人
清
光

会

恵
那
医
師
会
中

津
川
地
区
老
人

訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

リ
ハ
ビ
リ
型
デ

イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
名
称

ラ
ピ
ー
ヌ

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

中
津
川

訪
問
介
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
あ
さ

ひ

慶
の
家

訪
問
ケ
ア
サ
ー

ビ
ス

こ
ま
め

ラ
ピ
ー
ヌ

ケ

ア
サ
ポ
ー
ト
中

津
川

訪
問
介
護
セ
ン

タ
ー
巣
南

岐
阜
県
中
津
川
市
か
や
の
木
町

一
―
一
七

岐
阜
県
下
呂
市
小
川
二
八
〇
番

地
一

事

業

所

の

所

在

地

九
八
―
二
八

岐
阜
県
多
治
見
市
旭
ケ
丘
一
丁

目
八
六
番
の
七
住
宅
型
有
料
老

人
ホ
ー
ム

慶
の
家
内

岐
阜
県
不
破
郡
垂
井
町
東
神
田

二
丁
目
六
一
プ
リ
シ
ェ
ー
ル
東

神
田
Ｄ
二
〇
一

岐
阜
県
中
津
川
市
千
旦
林
一
五

九
八
―
二
八

岐
阜
県
瑞
穂
市
重
里
一
九
九
六

番
地

予
防
居
宅

療
養

介
護
予
防

通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
介
護

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
二
六

廃

止

年
月
日

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・

一

平
成

二
四
・
一
二
・
一
五

レ
ッ
ト

特
定
医
療
法
人

録
三
会

医
療
法
人

録

三
会

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

リ
ハ
ビ
リ
パ
レ
ッ

ト小
山
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

和

有
料
老
人
ホ
ー

ム
更
紗

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

特
定
非
営
利
活

動
法
人
山
と
水

の
す
ば
る
99

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
下
米
田
町

小
山
七
九
一

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
中
部
台
六

丁
目
一
―
八

岐
阜
県
本
巣
市
仏
生
寺
七
〇
五

番
地
一

岐
阜
県
本
巣
市
仏
生
寺
七
〇
五

番
地
一

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

特
定
施
設

入
居
者
生

活
介
護

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

平
成

二
四
・
一
二
・
三
一

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
砂
利
採
取
法
及
び
行
政
手
続
法
に
よ
る
聴
聞
の
実
施

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号)

第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
行
政
手
続
法(

平
成

五
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
開
の
聴
聞
を
行
う
の
で
、
岐
阜
県
聴
聞

規
則(

平
成
六
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
二
号)

第
九
条
の
規
定
に
準
じ
て
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

日

時

平
成
二
十
五
年
二
月
六
日

午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

二

場

所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
庁
二
階
業
務
相
談
室
五

三

被
聴
聞
者

一�
名
称

有
限
会
社
西
武
産
業

取
締
役

岸
森

清
隆

二�
住
所

岐
阜
市
西
中
島
五
丁
目
九
番
六
号

三�
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
番
号

岐
阜
第
八
二
二
号
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白

川

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

白

川

村

役

場

縦

覧

場

所

平
成
二
五
・

一
・
二
五

同

二
・
二
五

縦

覧

期

間

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

美
濃
共
同
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

美
濃
市
千
畝
町
二
七
七
六
番
地
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
白
川
村
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、
同
条
第
六

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計

画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
高
山
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

高
山
都
市
計
画
交
通
広
場

一
号

高
山
駅
東
口
交
通
広
場

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
高
山
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課

○
高
山
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

高
山
都
市
計
画
道
路

三
・
五
・
二
三
号

高
山
駅
東
口
線

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
高
山
市
基
盤
整
備
部
都
市
整
備
課

○
関
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。
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同
西
建
築
第
七
九
号
の
四

同

二
四
・
一
二
・

三

同
西
建
築
第
八
二
号
の
二

同

二
四
・

八
・
二
〇

岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
二
八

号平
成
二
四
・

六
・
一
八

同
岐
建
築
第
三
二
号
の

七同
二
四
・

八
・

七

同
岐
建
築
第
三
二
号
の

一
八

同
二
四
・
一
一
・
二
一

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

不
破
郡
垂
井
町
表
佐
字
東
小
柳
四
九
九
五
番
、

四
九
九
六
番
一
及
び
四
九
九
六
番
二

養
老
郡
養
老
町
宇
田
字
本
堂
一
一
七
二
番
一
、

一
一
七
三
番
一
、
一
一
七
四
番
一
、
一
一
七

五
番
一
及
び
一
一
七
六
番
一

羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
村
西
九
五
七
番
か
ら

九
五
九
番
ま
で

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路

道
路
、
消
防

の
用
に
供
す

る
貯
水
施
設

道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

不
破
郡
垂
井
町
宮
代
五
一
三

平
成
興
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

桐

山

善

徳

大
垣
市
浅
西
三
丁
目
二
二
番
地
八

岐
垣
鋼
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井

田

宇

洋

羽
島
郡
笠
松
町
門
前
町
七
八
番
地
の
一

�
橋
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役�
橋

直

樹

同

郡
同

町
北
及
九
五
八
番
地

�
島

立

美

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

関
都
市
計
画
用
途
地
域

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
関
市
建
設
部
都
市
計
画
課

○
関
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

関
都
市
計
画
準
防
火
地
域

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
関
市
建
設
部
都
市
計
画
課

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
飛
建
築
第
四
六
号

同

二
三
・
一
二
・
二
八

同
飛
建
築
第
六
七
号

同
二
四
・

五
・
一
五

同
飛
建
築
第
六
七
号
の

二同
二
四
・
一
一
・
三
〇

同
中
建
築
第
五
五
号
の
二

同

二
四
・

六
・

五

同
中
建
築
第
六
五
号
の
九

同

二
四
・

五
・
一
六

同
中
建
築
第
五
八
号
の

六同
二
四
・
一
二
・

七

同
西
建
築
第
八
〇
号

同

二
四
・

七
・
二
六

下
呂
市
金
山
町
戸
部
字
船
野
四
三
五
〇
番
四

〇
外
八
六
筆
の
う
ち
第
一
工
区

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩
字
久
ヶ
之
内
六
六
八
番

二
、
六
六
八
番
三
、
六
六
五
番
二
及
び
六
六

〇
番
二
の
一
部

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
加
茂
野
字
南
野
六
八

八
番
二

安
八
郡
神
戸
町
大
字
丈
六
道
字
村
北
四
三
九

番
一
か
ら
四
三
九
番
三
ま
で
及
び
四
四
〇
番

一

道
路
・
緑
地

・
水
路
・
消

防
の
用
に
供

す
る
貯
水
施

設 道
路
、
公
園
、

下
水
道

道
路
、
公
園
、

下
水
道

道
路
、
下
水

道

同 同 同 同

東
京
都
港
区
浜
松
町
二
丁
目
四
番
一
号

世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル

カ
ヤ
バ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

臼

井

政

夫

下
呂
市
金
山
町
金
山
三
二
五
六
番
地
の
一

有
限
会
社

サ
ン
ワ
開
発

代
表
取
締
役

中

嶋

利

美

下
呂
市
金
山
町
金
山
三
二
五
六
番
地
の
一

有
限
会
社

サ
ン
ワ
開
発

代
表
取
締
役

中

嶋

利

美

大
垣
市
鶴
見
町
二
八
三
番
地
一

株
式
会
社
地
伸

代
表
取
締
役

菱

田

大
次
郎

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
の
開
始

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
を
開
始
す
る
の
で
、
岐
阜
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則(
昭
和
五
十

四
年
岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会
長

毛

利

哲

朗

一

起
業
者
の
名
称

各
務
原
市

二

事
件
名

各
務
原
市
道
鵜
九
百
三
十
二
号
線
改
築
工
事(

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
羽
場
町
六
丁
目
、
鵜
沼
羽

場
町
七
丁
目
及
び
鵜
沼
羽
場
町
八
丁
目
地
内
並
び
に
同
市
鵜
沼
真
名
越
町
一
丁
目
地
内
か
ら
同
市
鵜

沼
西
町
四
丁
目
地
内
ま
で)

に
係
る
収
用
事
件

三

期
日

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
一
日(

木)

午
前
十
時
か
ら

四

場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
庁

二
階

大
会
議
室

○
正

誤
(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
四
年
十
二
月
十
四
日
第
二
千
四
百
四
号

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

岐
阜
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号)

八
〇
五
頁
上
段
前
か
ら
四
行
目
中｢

一
二
五
五
の
一
六
四｣

は
、
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｢
一
二
二
五
の
一
六
四｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
五
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


